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平成25年10月31日（木曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○環境対策及び農林水産業振興対策に関する調

査

○その他報告事項

・ 仮称）宮崎県水源地域保全条例」の骨子「（

（案）等について

・宮崎県環境計画の「平成24年度取組の概要」

について

・太陽光発電システム導入促進事業の実績等に

ついて

・木質バイオマス発電施設の工事開始について

（ ） （ ）・農地中間管理機構 仮称 の制度の骨格 案

について

・宮崎キャビアの発売について

出席委員（８人）

委 員 長 山 下 博 三

副 委 員 長 有 岡 浩 一

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 原 正 三

委 員 横 田 照 夫

委 員 岩 下 斌 彦

委 員 髙 橋 透

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

説明のため出席した者

環境森林部

環 境 森 林 部 長 堀 野 誠

環境森林部次長
金 丸 政 保

（ 総 括 ）

環境森林部次長
楠 原 謙 一

（ 技 術 担 当 ）

川 野 美奈子部参事兼環境森林課長

みやざきの森林
那 須 幸 義

づくり推進室長

環 境 管 理 課 長 上 山 伸 二

循環社会推進課長 神 菊 憲 一

自 然 環 境 課 長 佐 藤 浩 一

森 林 経 営 課 長 水 垂 信 一

山村･木材振興課長 河 野 憲 二

み や ざ き ス ギ
石 田 良 行

活 用 推 進 室 長

工 事 検 査 監 西 山 悟

農政水産部

農 政 水 産 部 長 緒 方 文 彦

農政水産部次長
興 梠 正 明

（ 総 括 ）

農政水産部次長
郡 司 行 敏

（ 農 政 担 当 ）

農政水産部次長
那 須 司

（ 水 産 担 当 ）

畜産新生推進局長 中 田 哲 朗

農 政 企 画 課 長 鈴 木 大 造

ブ ラ ン ド ・
甲 斐 典 男

流 通 対 策 室 長

地域農業推進課長 向 畑 公 俊

連 携 推 進 室 長 大久津 浩

営 農 支 援 課 長 工 藤 明 也

農業改良対策監 後 藤 俊 一

和 田 括 伸食の消費・安全推進室長

農 産 園 芸 課 長 日 髙 正 裕

農 村 計 画 課 長 宮 下 敦 典

原 守 利畑かん営農推進室長

農 村 整 備 課 長 河 野 善 充

平成25年10月31日(木)
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水 産 政 策 課 長 成 原 淳 一

漁業･資源管理室長 日向寺 二 郎

漁 村 振 興 課 長 神 田 美喜夫

漁港整備対策監 木 下 啓 二

畜 産 振 興 課 長 押 川 晶

家畜防疫対策課長 西 元 俊 文

工 事 検 査 監 岩 永 修 一

総合農業試験場長 井 上 裕 一

県立農業大学校長 山 内 年

水 産 試 験 場 長 山 田 卓 郎

畜 産 試 験 場 長 岩 﨑 充 祐

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 佐 藤 亮 子

議事課主任主事 川 崎 一 臣

それでは、ただいまから環境農○山下委員長

林水産常任委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程につきましては、

お手元に配付いたしました日程案のとおり行う

こととしてよろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○山下委員長

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時０分休憩

午前10時２分再開

おはようございます。委員会を○山下委員長

再開いたします。

報告事項について説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

。○堀野環境森林部長 環境森林部でございます

本日はよろしくお願いいたします。資料の説明

に入ります前に、一言御報告申し上げます。

去る26日に 「第８回『水と緑の森林づくり』、

県民ボランティアの集い」を、西都市「向陵の

丘」で実施いたしました。今回は、宮崎県議会

森林・林業活性化促進議員連盟、木づかい県民

会議、県の３者共催で実施したところでござい

ます。天気にも恵まれまして500名を超える参加

をいただいたところでございます。この場をお

、かりしまして厚くお礼を申し上げますとともに

今後とも引き続き県民参加の森林づくりが一層

推進されますよう御支援をよろしくお願い申し

上げます。

それでは、お手元に配付しております環境農

。林水産常任委員会資料の表紙をごらんください

本日の報告事項は４点でございます。

まず、１点目でございます 「 仮称）宮崎県。（

水源地域保全条例」につきましては、これまで

基本的な考え方や概要案等について御説明して

まいりましたが、今回は条例の骨子案等を取り

まとめましたので、その内容について御説明い

たします。

２点目は、平成23年３月に策定いたしました

宮崎県環境計画につきまして、新しい「太陽と

緑の国みやざき」の実現を目標に各種施策を展

開しておりましたが、平成24年度の取り組み概

要について御説明いたします。

３点目は、住宅用太陽光発電システムの設置

に対し補助をしておりますけれども、その補助

の実績等について御説明いたします。

４点目は、日南市及び都農町において木質バ

イオマス発電施設の工事が始まりますので、そ

の概要等について御説明いたします。

私からの説明は以上でありますが、詳細につ

きましては、それぞれ担当課長が御説明申し上

げますので、よろしくお願いいたします。

平成25年10月31日(木)
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環境森林課から３項目に○川野環境森林課長

ついて御報告いたします。

まず、委員会資料の１ページをごらんくださ

い 「 仮称）宮崎県水源地域保全条例」の骨子。（

案等について御説明いたします。

本条例は、１の条例制定の基本的な考え方に

ありますように、県土の約76％を占め、水源涵

養機能など多面的機能を有する森林を水資源の

保全という観点から、守り育てていく必要があ

ることや、昨年度の水資源保全対策特別委員会

の報告の中で条例制定についての御提言がなさ

れたことを踏まえ、今年度、水源地域の保全に

向けた条例を制定するものであります。

次に ２の検討作業等の経過と今後のスケジュ、

ールについてでありますが、７月の常任委員会

において条例の概要案を報告させていただき、

それ以降、７月から８月にかけて、市町村との

意見交換を行い、９月には森林審議会や関係団

体、10月には庁内関係課との意見交換を行いま

した。各方面の御意見をお伺いしながら検討を

進め、条例の骨子案を取りまとめたところでご

ざいます。本日、条例の骨子案等を御報告させ

ていただいた後、今後は11月にパブリックコメ

ントを行い、12月に森林審議会においてその結

果などを報告した後、２月議会に条例案を上程

させていただき、３月下旬以降に条例の公布・

施行を行う予定としております。

それでは、３の条例の骨子案の概要について

。 。御説明いたします ２ページをごらんください

前回御説明いたしました条例の概要案から追加

や変更した箇所にアンダーラインを引いており

ますが、その内容を中心に御説明させていただ

きます。

まず （１）の目的でありますが、ここでは水、

源地域を保全する理由を明確にするため、水源

地域について「水の供給源としての」という記

述を追加しております。

次に （２）の定義では、後述します（５）の、

水源地域の指定における規定との記述の重複を

避けるため、①の水源地域の定義について 「水、

源地域の指定の規定により指定された地域」と

簡略化した表現にしたところでございます。

次の（３ 、関係者の責務につきましては、変）

更点はございません。

次の（４）の相談及び助言等についてであり

ますが、この規定は今回新たに追加するもので

あります。前回までの案では、事前届け出制度

の届け出者やその契約の相手方を対象に、水源

地域の保全に係る助言を行うこととしておりま

したが、水源地域の保全を図るためには、その

他の水源地域内の土地所有者等に対しても幅広

く相談に応じるとともに、必要な助言・指導、

情報提供を行うことが重要であるという観点か

ら、今回その旨の規定を追加するものでありま

す。

３ページをお開きください （５）の水源地域。

の指定についてでありますが、ここでは、水源

地域の指定の手続などについて規定するもので

あります。まず、①の下線部につきましては、

水源地域の定義に係る部分でありますが、水源

地域についての定義をわかりやすい表現に改め

るとともに、水源地域に国有地を含めない旨を

明記したところであります。③の下線部につき

ましては、水源地域を指定しようとする場合の

指定の案の告示について、詳細は規則で定める

ということ、指定の案の縦覧について、指定期

間の告示の日から２週間とすることの規定を追

加するものであります。次の④は、水源地域の

指定案について、その地域の土地所有者等や利

害関係人が知事に意見書を提出することができ
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る旨を追加し、⑤は、異議がある旨の意見書が

提出された場合、規則に定める方法により意見

聴取を行うことを追加するものであります。ま

た、⑦は、水源地域の指定の効力が告示日から

発生すること、⑧は、水源地域の指定の変更や

解除する場合も、指定の場合と同様の手続をと

ることを追加するものであります。

次に （６）の事前届け出制度についてであり、

ます。まず、①につきましては、水源地域の土

地所有者等に対する事前届け出の義務づけとそ

の届け出の時期や届け出の事項について規定す

るものでありますが、下線部につきましては届

け出事項の項目を追加するとともに、その他の

届け出事項につきましては規則で定めることを

規定するものであります。次の②は、事前届け

出制度の適用除外の場合を規定するものであり

ますが、これは、土地売買等の契約の当事者が

国や地方公共団体の場合、水源涵養機能に支障

を及ぼすような土地取引を行うおそれがないた

め適用除外とするほか、森林整備法人などその

他の適用除外の場合を規則で定めることとして

おります。また、③は、契約締結前に届け出書

の内容に変更が生じた場合には、速やかに変更

の届け出を行うことの規定を追加するものであ

ります。

４ページをごらんください。

（７）の市町村への通知等につきましては、

変更点はございません。

次の（８）の報告の徴収及び立入調査等につ

いてでありますが、これは条例の施行に当たっ

て必要となる情報を得るため、届け出者に対す

る報告徴収や届け出に係る土地への立入調査な

どについて規定するものであります。

今回、立入調査に関して③と④の規定を追加

するものでありますが、③は、立入調査を行う

際に、職員は身分証明書の携帯と提示を行うこ

と、④は、立入調査が犯罪捜査のために行うも

のではない旨を追加するものであります。

次に （９）の助言についてであります。これ、

は、水源地域の適正な土地利用の確保を図るに

は、契約当事者に水源涵養機能や森林の適正な

管理の重要性、法令に基づく各種規制などにつ

いて理解していただくことが重要であることか

ら、そのための必要な助言を行うことを規定す

るものであります。①につきましては、届け出

の対象となる土地の利用目的によっては、その

周辺の地域にも影響を及ぼすことが想定される

ことから、助言を行う目的として下線部分を追

加するものであります。また、③につきまして

は、届け出者に加えて、土地の所有権等の移転

や設定を受けようとする者にも助言ができるこ

ととしておりましたが、契約の締結後に、買い

主に対し助言を行うことが必要となる場合も想

定されることから、今回、下線部分の規定を追

加するものであります。

次に （10）の勧告・公表についてであります、

が、これは事前届け出制度の義務違反を抑制す

るための勧告・公表について規定するものであ

ります。今回追加する①の下線部につきまして

は、勧告の対象となる行為についての規定であ

りまして、具体的には無届け、虚偽の届け出を

行った場合や、虚偽の報告、立入調査を拒否し

た場合などに勧告できることとしております。

また、③は新たに追加する規定でありますが、

これは、勧告に従わなかった場合に、知事が公

表を行う際、勧告を受けた者に対して弁明の機

会を与えることを規定するものであります。

なお、本条例の大きな論点の一つであります

罰則規定を設けるかどうかにつきましては、こ

れまで市町村や森林審議会などと意見交換を行
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いながら検討を行ってきたところであります。

先進県では、罰則を設けているところもござい

ますが、森林法に基づく事後届け出制度との均

衡や地方自治法の規定などから、いずれも５万

円以内の過料となっているところであり、社会

的制裁である公表により事前届け出制度の実効

性を高めることは十分に可能であると考えるこ

とや、本県の条例では、条例に基づく義務違反

に対し、公表に加えて罰則を設けている事例は

ないことなど、他の条例との均衡なども勘案し

て、今回の骨子案には罰則規定を設けていない

ところであります。

次に、５ページをお開きください。

（11）の水源地域内の土地の所有等の状況に

係る情報提供の要求についてでありますが、こ

の規定は今回新たに追加するものであります。

これは、条例の施行に当たって、事前届け出の

、内容の確認や届け出者への助言などを行うため

水源地域における土地所有者情報を把握する必

要がありますので、そうした情報を保有してい

る行政機関に情報提供を求めることができるよ

う、その根拠となる規定を定めるものでありま

す。

次の（12）の市町村の条例との関係 （13）の、

、 。その他につきましては 変更点はございません

以上が、条例の骨子案の概要についてでござ

います。

次に、水源地域の指定の考え方についてであ

ります。事前届け出の対象となる水源地域の指

、 、定につきましては 本条例の大きな論点であり

この点につきましても、これまで市町村や森林

審議会などと意見交換を行い、検討を進めてき

たところでありまして、いただいた御意見を踏

まえながら、今回、指定の考え方をまとめまし

たので、御説明させていただきます。

まず （１）の基本的な考え方についてであり、

ます。１つ目としましては、水資源を将来にわ

たって守っていくためには、県土面積の約76％

を占め、水源涵養機能を有する森林を保全する

必要があることから、森林の存する地域を基本

、 。として 水源地域の指定を行うこととしました

また、２つ目としましては、この条例は、県民

に事前届け出という新たな負担を課すものであ

り、その負担を考慮しますと、届け出制度の対

象となる水源地域の範囲を一定程度限定する必

要があります。このため、地域森林計画の対象

民有林全体を指定するのではなく、条例の趣旨

を踏まえ、地域森林計画の対象民有林のうち、

水源涵養機能の高い森林を含む地域を水源地域

として指定することといたしました。また、３

つ目としまして、事前届け出が必要な地域がど

こなのか、県民の皆様にわかりやすい方法で指

定する必要がありますことから、市町村内の大

字単位で、告示により指定を行うことといたし

ました。

以上が、基本的な考え方でありますが、指定

の基準となる水源涵養機能の高い森林の評価方

法につきましては、次の６ページをごらんくだ

さい。

四角囲みの中の１にありますように、森林の

水源涵養機能の評価につきましては、国が定め

た森林の機能別調査実施要領に基づき、水源涵

養機能など、森林の有する機能評価を実施して

おります。具体的には、次の２にありますよう

に、水源涵養機能としまして、洪水防止機能と

水資源涵養機能について、土壌、地質、傾斜、

標高などを基準評価因子として総合的分析を行

い、500メートル掛ける500メートルのメッシュ

ごとに、Ｈ（高い 、Ｍ（中 、Ｌ（低い）の機） ）

能の判定を実施したものであります。この機能
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判定において、Ｈ（高い）と判定された森林を

水源涵養機能の高い森林としまして、その森林

を含む地域を水源地域として指定したいと考え

ております。

なお、次の（２）の参考の①にありますよう

に、水源涵養機能の高い森林を含む地域を市町

村の大字単位で指定しますことから、地域森林

計画の対象民有林の約９割が水源地域に含まれ

ることになります。

また、②にありますように、水源地域内の土

、 、地のうち 事前届け出制度の対象となるものは

現況が森林であって、かつ地目が山林、原野、

保安林、農地法上の農地に該当しない田・畑の

いずれかである土地を想定しておりまして、こ

の対象となる地目などは規則において定めるこ

ととしております。

次の７ページをお開きください。

事前届け出制度の対象となる水源地域のイメ

ージを記載しております。黄色の部分は国有林

であり、今回の届け出制度の対象外となってお

り、また水色の部分が事前届け出制度の対象と

。 、なる森林をあらわしたものであります これは

先ほど説明しましたとおり、水源涵養機能が高

い森林を含む大字単位の地域で、その大字内の

森林を水色で着色したものであり、地域森林計

画の対象民有林の約９割をカバーしているとこ

ろであります。

以上が、水源地域の指定の考え方についてで

あります。

なお 11月に実施を予定しておりますパブリッ、

クコメントにつきましては、別冊でお配りして

おります資料１により、骨子案と水源地域の指

定の考え方について県民の皆様の御意見をお伺

いしたいと考えております。

水源地域保全条例の説明は以上であります。

次に、委員会資料の８ページをお開きくださ

い。

宮崎県環境計画の「平成24年度取組の概要」

について、御報告いたします。この内容につき

ましては、資料２として別冊でお配りしており

ますが、その概要版を委員会資料の８ページか

ら10ページにまとめましたので、こちらの資料

で御説明させていただきます。

当計画は、県の総合計画の環境分野における

部門別計画として位置づけておりまして、計画

期間は、平成23年度からの10カ年計画として策

定したものであります。

１の（１）にありますように、当計画は、長

期的な目標を新しい「太陽と緑の国みやざき」

の実現としており （２）にありますように、環、

境分野別の施策として、低炭素社会の構築など

６つの施策の柱を定めて、それぞれ施策を展開

しているところであります。

次に （２）の平成24年度における取組の概要、

についてでありますが、ここでは、６つの施策

の基本方向の項目ごとに、平成24年度の取り組

み状況と主な指標の実績を記載しております。

指標につきましては、基準値となる計画策定

時の現況値と、平成24年度の目安値、実績値、

目安値に対する達成率を表示しているところで

あり、平成24年度の実績が未公表のものについ

ては 参考値として直近値の実績での記載となっ、

ております。また、目安値とは、計画開始から

５年後の目標値に向け、その間の各年度ごとの

目標の目安として定めているものであります。

それでは、取り組みの概要について御説明い

たします。

まず、施策項目の１つ目、低炭素社会の構築

についてであります。

①の二酸化炭素等排出削減では、啓発誌の配
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布や家庭での節電にポイントを付与する事業な

どに取り組むとともに、省エネセミナーの開催

により「みやざき県民の住みよい環境の保全等

に関する条例」の周知や省エネ対策についての

情報提供などに取り組んだところであります。

次に、②の再生可能エネルギーの利用促進で

は、県内住宅への太陽光発電システムの設置者

に対し補助や融資を行うとともに、県産ペレッ

トの園芸ハウスへの活用を図る取り組みなどを

進めたところであります。

また、③の二酸化炭素吸収源対策では、県有

林のＪ─ＶＥＲ取得や、企業による森づくり活

動により得られた二酸化炭素吸収量を認証する

など、オフセットクレジット制度の活用による

森林整備を進めたところであります。

指標とその実績でありますが、ここの項目で

は、平成24年度の実績が未公表でございますの

で、参考値として直近の平成22年度の実績値を

記載しております。また、平成22年度の目安値

は、当計画の以前の計画である宮崎県環境基本

総合計画の目標値を目安値として記載している

ところでございます。

まず、温室効果ガス全体の排出量につきまし

ては、工場からの一酸化二窒素の排出量が大き

く改善されたことにより、基準年と比較して排

出量が大きく削減されているところでありまし

て、平成22年度の目標を達成することができま

した。このうち、温室効果ガスの約７割を占め

る二酸化炭素の排出量は、全体では削減され、

目標を達成することができました。これを部門

別に見ますと、家庭部門でのみ目標を達成する

ことができませんでした。要因としましては、

世帯数の増加や世帯当たりの家電製品の保有台

数の増加などによる家庭用機器の電力消費量の

増加が上げられます。このため、引き続き県民

の意識向上と実践行動を促すなど、二酸化炭素

削減に向けた取り組みを推進していく必要があ

ります。

また、森林の二酸化炭素吸収量は、同じく参

考値の平成22年度の状況で見ますと、ほぼ目標

に近い実績値を上げたところであります。

次の新エネルギーの総出力電力につきまして

、 、は 平成24年度の実績が未公表でありますので

参考値の平成23年度の状況で見ますと、目安値

。に対する達成率が９割弱にとどまっております

再生可能エネルギーにつきましては、その普

及促進を図るため、平成24年度に新エネルギー

ビジョンを改定したところであり、今後は、当

計画やビジョンに基づき、一層の導入促進に取

り組んでまいりたいと考えております。

９ページをごらんください。

施策項目の２つ目、地球環境、大気・水環境

等の保全についてであります。

①の地球環境・大気環境の保全では、大気汚

染防止法に基づく大気汚染の常時監視や有害大

気汚染物質のモニタリングを実施し、事業者の

監視・指導に取り組みました。

②の水環境の保全では、公共用水域及び地下

水の水質の監視を行うとともに、浄化槽の整備

への支援や浄化槽管理者に対する受検啓発に取

り組んだところであります。

また、③の化学物質対策では、ダイオキシン

類についての環境調査を行うなど、化学物質の

継続的な実態把握に取り組み、④の環境負荷の

低減等では、環境影響評価法に基づき作成され

た方法書などについて、環境保全の観点から審

査を行ったところであります。

指標とその実績でありますが、大気及び有害

大気汚染物質の環境基準の達成率では、一部の

項目において未達成ではありましたが、本県の
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大気環境はおおむね良好な状況にあり、水質環

境基準の達成率でも、全ての水域において環境

基準を達成しているなど、河川の水質環境も良

。 、 、好な状況にあります また 生活排水処理率は

目安値とおおむね同等の実績となり、浄化槽法

定検査の11条検査の実施率は、受検啓発の取り

組みを進めたこともあり、平成24年度は目安値

の1.65倍の実績となるなど、順調に推移してい

るところであります。さらに、ダイオキシン類

の環境基準達成率では、監視を行っている全て

の地点において環境基準を達成したところであ

ります。

10ページをお開きください。

施策項目の３つ目、循環型社会の形成につい

てであります。

①の４Ｒと廃棄物の適正処理の推進では、廃

棄物の発生を抑制し、４Ｒの取り組みを推進す

るため、産業廃棄物の再生利用を行う施設整備

への支援や産業廃棄物の不法投棄・不適正処理

に対する監視・指導など、廃棄物処理の適正化

に取り組んだところであります。

、次の②の環境にやさしい製品の利用促進では

県産材を活用した住宅のＰＲを行う講習会や柱

材の提供のほか、公共土木事業における木材利

用の検討会などを実施するとともに、県みずか

らが環境負荷の少ないグリーン購入を推進した

ところであります。

指標とその実績でありますが、ここの項目で

は、平成24年度の実績は未公表ですので、参考

値としまして、平成23年度の実績値を記載して

おります。まず、一般廃棄物につきましては、

排出量は目安値と同等となっており、再生利用

量、再生利用率は目安値を若干下回っておりま

すが、最終処分量は減少しているため、廃棄物

の減量化は、おおむね順調に推移しているとこ

ろであります。次に、家畜ふん尿を除く産業廃

棄物につきましては、排出量は目安値以下の実

績値となっておりまして、再生利用量、再生利

用率につきましても、おおむね目安値と同等の

実績値となるなど、廃棄物の減量化が順調に進

んでいるところであります。また、グリーン購

入の実施率につきましては、同じく参考値の平

成23年度の状況で見ますと、ほぼ目安値に近い

実績を上げることができたところであります。

次に、施策項目の４つ目、生物多様性の保全

についてであります。

①の生物多様性の確保では、野生動植物の重

要生息地や生息状況の調査などを実施したとこ

ろです。

また、②の人と環境を支える多様で豊かな森

林づくりでは、森林環境税を活用して多面的機

能を重視した森林づくりを進めるとともに、植

栽・下刈り・間伐などの支援を行い、森林の適

正管理に取り組みました。

さらに、③の自然豊かな水辺の保全と創出で

は、自然環境に配慮した河川や海岸づくりに取

り組むとともに、④の自然とのふれあいの場の

確保では、県が管理する自然とのふれあい施設

の整備や、ひなもり台県民ふれあいの森の維持

管理などに取り組んだところであります。

指標とその実績でありますが、上から３つま

での指標につきましては、目安値と同等の実績

値となっておりますが、ひなもり台県民ふれあ

いの森利用者数につきましては、平成22年度に

口蹄疫発生や新燃岳噴火の影響を受けて利用者

数が大きく減少したところであり、それ以降、

徐々に利用者数が増加してきておりますが、平

成24年度実績値は、まだ目安値に届いていない

状況でありますので、今後も利用拡大に向けて

。の取り組みを進めていきたいと考えております
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11ページをごらんください。

施策項目の５つ目、環境と調和した地域・社

会づくりについてであります。

①の環境にやさしい地域・産業づくりでは、

環境保全型農業を推進するとともに、エコファ

ーマーなどが行う環境への負荷を低減した農業

への支援などに取り組んだところであります。

また、②の快適な生活空間の創出として、講演

会や研修会による啓発や老朽化した公園施設の

更新などにより、美しい景観づくりに取り組ん

だところです。

指標とその実績でありますが、農林漁業体験

民宿数は、目安値を上回るなど順調に推移して

いる一方、エコファーマーの認定件数は、目安

値に対する達成率が55％となっており、制度の

理解促進など一層の取り組みが必要です。

次に、施策項目の６つ目、環境保全のために

行動する人づくりについてであります。

①の環境学習の推進では、環境情報センター

による講座の開催や環境保全アドバイザーの派

遣などを実施するとともに、環境ポータルサイ

。トによる情報提供などに取り組んだところです

また、②の環境保全活動の推進では、森林ボ

ランティア団体の育成や公募型による森林づく

り活動への支援に取り組むとともに、環境みや

ざき推進協議会と連携し、県民総ぐるみの環境

美化活動「クリーンアップ宮崎」の実施などに

も取り組んだところであります。

指標とその実績でありますが、環境情報セン

ターの利用者数や森林づくり団体の公募活動支

援数は、目安値を上回る実績になるなど順調に

推移しておりますが、一方、こどもエコクラブ

の活動参加者数や環境保全アドバイザー講座の

受講者数は、目安値を下回り、実績が減少して

いる状況であります。また、環境みやざき推進

協議会参加会員数の実績値も目安値の約８割に

、 、とどまっている状況でありますので 今後とも

、活動内容などの充実や積極的な周知・ＰＲなど

一層の取り組みを進めていく必要があると考え

ております。

以上、平成24年度取組の概要について説明し

てまいりましたが 項目によっては成果が上がっ、

てない部分も見られますので、目標達成に向け

て一層の取り組みの推進に努めてまいりたいと

考えております。

なお、この概要につきましては、今後、県の

ホームページで公表することにしております。

、 。環境計画の取組の概要は 以上でございます

次に、委員会資料の12ページをお開きくださ

い。太陽光発電システム導入促進事業の実績等

について、御説明いたします。

本事業は、１の事業目的にありますように、

県内の住宅に太陽光発電システムを設置する場

合に補助を行うことにより、太陽光発電の普及

促進を図るものであり、平成21年度から実施し

ているものであります。

次に、事業の実績につきまして、平成24年度

。及び今年度の状況を２の表にまとめております

今年度は、太陽光発電システムの設置経費が

低減していることを踏まえまして、平成24年度

の補助額を見直し、１キロワット当たり２万円

、 、を１万円に 上限額を原則６万円を３万円とし

また県内産パネルを設置する場合や県産材を使

用した新築木造住宅に設置する場合のそれぞれ

の上限額の増額につきましても、２万円を１万

円としたところであります。

補助金の予算額につきましては、今年度

は6,770万円でありまして、10月23日現在での補

助金の交付決定状況は、件数で2,061件、金額

で6,442万7,000円となっており、金額ベース
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で95.2％の執行率となっております。

表にありますように、今年度の１件当たりの

平均補助金額は３万1,000円でありますので、こ

の平均額の状況などから勘案しますと、受付終

了日は10月下旬ごろになる見込みであります。

なお、本日現在で受付終了日が確定していな

いのは、郵送受付の場合、消印日を受付日とし

ており、到着までに数日間のタイムラグが生じ

るためでありまして、現在、集計の作業を進め

ている状況でありますが、最終的な補助件数

は2,150～2,160件程度と想定しておりまして、

ほぼ昨年度並みの補助件数となる見込みであり

ます。

なお、当補助事業の受け付けが終了間近であ

ることにつきましては、プレスリリースを行う

とともに、県のホームページに掲載し、県民の

皆様に周知を図っているところであります。

、 。環境森林課からの説明は 以上でございます

山村・木材振興課○河野山村・木材振興課長

でございます。

13ページをお開きください。木質バイオマス

発電施設の工事開始についてでございます。設

置の準備が進められておりました県内２社の発

電所が工事着工の運びとなりましたので、発電

施設の概要等について御説明をさせていただき

ます。

まず、１の「王子グリーンエナジー日南株式

会社」でございますが、起工式は10月31日、本

日でございます。場所は日南市大字戸高であり

まして、下のほうに位置図を載せておりますの

でごらんいただきたいと思います。王子製紙日

南工場の隣接地でございます。

戻っていただきまして （４）の総事業費です、

が、自力整備分を含めまして81億4,695万円であ

ります。森林整備加速化・林業再生事業の補助

対象事業として支援をいたしますが、補助金８

億1,000万円のうち４億1,290万円につきまして

は、無利子資金融通となっております。この無

利子資金融通といいますのは、固定価格買取制

度の適用を受ける発電施設本体に対する支援で

ありますが、受けた事業主体は得られた売電収

入の中から15年以内に融通を受けた資金全額を

納付することを条件として補助するものでござ

います。

出力は２万5,000キロワットで、石炭との混焼

となっております。また、年間売電量といたし

ましては約16万2,000メガワット時で、これは住

宅約４万5,000世帯分の１年間の使用量に相当い

たします。また、発電に必要な木質バイオマス

の使用量は約21万1,000トンであり、うち県内か

らは15万8,000トンを調達する計画となっており

ます。

発電所で雇用する従業員数は15人でありまし

て、発電所の稼働につきましては、平成27年３

月が予定されております。

次に、14ページをごらんください。

都農町の「株式会社グリーンバイオマスファ

クトリー」でありますが、起工式は11月６日の

予定でございます。場所は、都農町川北であり

ますが、下の位置図をごらんください。ＪＲ東

都農駅の西側に位置するところでございます。

戻っていただきまして （４）の総事業費は、、

自力整備分を含めまして31億2,910万4,000円で

ありますが、森林整備加速化・林業再生事業に

よりまして８億円を支援することとしておりま

す。

出力は5,700キロワットで、木質専焼となって

おります。また、年間売電量は約４万メガワッ

ト時で、これは住宅約１万1,000世帯分の１年間

の使用量に相当いたします。また、発電に必要
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な木質バイオマスの使用量は約７万2,000トン

で、これは全て県内から調達する計画となって

おります。発電所で雇用する従業員数は19人で

ありまして、発電所の稼働は平成27年３月の予

定でございます。

説明は以上でございます。

執行部の説明が終了いたしまし○山下委員長

た。報告事項についての質疑を承ります。

水資源地域保全条例、これはお話○緒嶋委員

にあったとおり、県議会の特別委員会の報告に

基づいて制定されるということで、大変ありが

たいわけですけれども。条例制定時点にはもう

規則も一緒に決められるわけですか。条例と同

時に規則まで。じゃないと一定の条例としての

機能が果たせんということもあるわけですが、

そのあたりはどうですか。

おっしゃるとおりでござ○川野環境森林課長

いまして、条例の施行は２段階施行にしている

んですけど、最初の施行にあわせて規則の制定

を考えております。

そういうことで、当然だと思いま○緒嶋委員

すけれども、念のために伺ったところでありま

す。

それと、環境計画の中で、環境負荷の低減っ

て必要なわけですが、今、ＰＭ2.5というのが大

変話題になっておるわけですけど、この中では

そういうものの調査というのは入らんわけです

か。

ＰＭ2.5についても常時監○上山環境管理課長

視を行っております。

この報告書やらの中には、これは○緒嶋委員

将来は入れるということですか。

計画を策定した平成22年○上山環境管理課長

度時点では、まだそういった調査項目に入って

おりませんでしたので載せておりませんけれど

も、一昨年から常時監視を行っておりまして、

６月の委員会報告でも状況を報告させていただ

いたところでございます。

できれば、そういうふうにわかっ○緒嶋委員

ておれば、やっぱりこういうものに入れてやる

ことも、県民向けというか皆さんに対しては必

要かなと思いますので。できるだけある資料は

出したほうがいいと思ってるんです。だから、

そういう点も含めて報告されたほうがいいん

じゃないかなと思いますが、今後は当然そうい

うことになるということですね。

それと、もう一つ、バイオマス発電ですけれ

ども。これは雇用人数が、王子グリーンエナジ

ーは従業員15名、そうするとグリーンバイオマ

スは19人。発電量は王子グリーンエナジーのほ

うが大きいわけですが、これは雇用人数がこれ

だけ極端に違うというか、何がどういうことで

こういうことになってるんですか。

この王子グリーン○河野山村・木材振興課長

エナジーの分は、燃料をチップとして受け入れ

るということでございまして、王子のこの発電

所内にはチップ加工施設がございません。

一方、グリーンバイオマスファクトリーのほ

うには、工場内に原木を受け入れてチップ化す

るっていう施設がございますので、そういった

ところで人数に差が出てきておるということで

ございます。

できるだけ従業員数が多いほうが○緒嶋委員

いいわけですが、王子エナジーでは、もう燃焼

できる形でチップを入れるということでその差

が出てきたということですね。

はい、そういうこ○河野山村・木材振興課長

とでございます。

それと、太陽光発電システム、こ○緒嶋委員

れは、当然宮崎県にとっては重要な事業だと思
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うんですけれども、やはり、受け付け終了の見

込みが10月までおくれるというのは、前年から

見ても、これは、やはりある程度太陽光の希望

者の数がちょっと減ってきたということか、上

限の補助率の単価が下がったのでちょっと考え

ておこうかなというようなことになったのかど

うか。ここはどういうふうに解釈すりゃいいん

ですか。

実際、太陽光発電システ○川野環境森林課長

ムを設置される件数というのは、減ってはおり

ません。そういう固定価格買取制度もあります

ので、むしろふえているというふうにお聞きを

してるんですけれども。

今回10月まで延びたというのは 今委員がおっ、

しゃいましたように、一つは補助金の金額が

ちょっと下がっているということで。

結局、こういう補助金を申請して補助金をも

らうためには、まず国の補助の決定を受けてか

ら県のほうに申請していただくことになるんで

すが、まず国の決定を受けるまでに１カ月ぐら

いかかります。非常に待ち時間が長くなって、

それから県に申請するということで、設置した

いという考えに対してやはり最長で２カ月ぐら

い待たなきゃいけないというような状況があり

まして、それよりも早く設置したいということ

で、あえて申請を行わない方がいらっしゃると

いうことと。

あとは、普通、住宅用に設置されるシステム

というのは、10キロワット以下の、今は５キロ

ぐらいが主流なんですけれども、固定価格買取

制度ができたことで、どうせなら全量買い取り

で全部売電したほうがいいということで、10キ

ロワット以上のものを住宅につけて、全量買い

取りに移行するような方たちもふえてきている

ので、この補助事業の対象にならないものも少

しずつふえてきているということで聞いており

ます。

それと、県の補助率が前年度と今○緒嶋委員

年度で変わるということは、公平の原則から言

えば、やっぱり余りいいことじゃないんじゃな

いかなと。これは予算的なものもあるけど。前

年は６万、ことしは３万というような格差が、

県民サービスという意味からすれば、こういう

格差が出るということは、県民平等に扱わにゃ

いかんという原則から言えば、ちょっと問題が

あるんじゃないかなという気がするんだけど、

このあたりの認識はどうですか。

この補助単価を決めるに○川野環境森林課長

当たりまして、国も一緒なんですけれども、や

はり太陽光発電システムの設置費用、それを一

つの目安にしておりまして、年々、いろいろ技

術が変わってきて、太陽光発電システムの値段

が下がってきております。それに伴って国のほ

うも補助単価を下げてきておりまして、県もや

はりそれに従ってずっと下げてきている状況で

ございまして、25年は24年よりも設置費用が下

がったということで、補助単価を見直したとい

うことでございます。

結局、率が一緒かという話だと思○ 原委員

うんです。だから、多くつくり出したので工場

の製作費は下がったと、だから、補助金はそれ

にしたがって下げるよと。全量買い取りの価格

も42円、32円と下げていくよと。それはわかる

んですけど、今、緒嶋委員がおっしゃるのは、

半分下がるのはそれでわかるけれども、じゃ補

助率は一緒じゃないといけないのかという議論

じゃないかなと思うんです。それがいわゆる県

民公平の原則ではないかということをおっ

しゃっていると思うんだけど。そこは、じゃ、

半分に原価が下がったのかという話になるんだ
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けど、どうなんですか。

、 、○川野環境森林課長 率で言いますと やはり

、ちょっと今回の下げ率は大きいんですけれども

やはり、この太陽光発電システムの事業という

のはある程度まとまった予算の確保が必要にな

るということもありまして、やはり厳しい財源

の中からどこまで捻出できるかというところの

兼ね合いで、補助単価を決めていったという実

情がございます。

これは財政課がこうしろと言った○緒嶋委員

からそげんしましたというようなことだろうと

思うんですけど。やる人から見れば、その価格

はちょっと下がったと言ってもそうまで極端に

下がっているわけじゃないわけで、半分になれ

ばこれは半分でいいけど 半分になったかと言っ、

たらそうじゃないわけです。だから、ここ辺が

ちょっとどうかなという気がします。

それから、できるだけ県が推進しよるという

その視点から言えば、やっぱりこれは、環境に

配慮した、今は原子力発電もどうかいろいろ言

われておる中では、やっぱり温暖化防止やらも

太陽光のほうがいいわけで。やはりこの木質バ

イオマスにしても石化燃料とか使ったものにし

。 、ても二酸化炭素を出すわけじゃから 太陽光は

太陽光の施設をつくるときには二酸化炭素の排

出もあるかもしれんけど、できたものからは二

酸化炭素は排出しないわけやから。やはり環境

に優しいという意味では、太陽光というのは一

つの大きな目玉にもなるというふうに思います

ので。今後は、これ以上補助率を下げんように

して、やはり公平の中で、率が下がったぐらい

下がるのはいいけど、極端に２分の１に下げ、

今度は３万を１万5,000円にしますとかっていう

ようなことにならんように、努力をしてほしい

なということを要望しておきます。以上です。

説明があったのかもしれません○ 原委員

が、13ページ、14ページの王子グリーンエナジ

ー日南株式会社とグリーンバイオマスファクト

リー、この補助率の違いについて。今、髙橋委

員からも聞きましたが、日南については石炭と

の混焼、グリーンバイオマスは木質専焼という

ことです。補助率というまた話になるんですけ

ど、この違いは、日南の場合は石炭を使うから

。補助率が低いというふうに考えていいんですか

その補助率の考え方を教えてください。

混焼だから補助金○河野山村・木材振興課長

が低いとか、そういった基準はございません。

王子グリーンエナジーの場合には、資金融通

がございますけれども、これについては事業仕

分けの関係で、これがＦＩＴが導入後について

は売電が高目に設定されているというようなこ

とがございまして、発電施設本体に対する補助

は二重補助に当たるんじゃないかというのがご

ざいまして、ですから、今回24年の１次補正、

国の補正で、経済対策でやられたものについて

は資金融通という措置になったわけでございま

す。

一方、グリーンバイオマスファクトリーの場

合には、補助金でございまして、これは平成23

年度の国の３次補正でございまして、これはい

。わゆる復興予算としてついた事業でございます

補助金でございます。額として、31億に対して

８億円という規模でございますけれども、これ

については、国とも大型補助案件でございます

ので協議いたしまして、おおむね全国的にこの

規模だったらやれるというようなことで、国と

協議しながら定めたものでございます。

一方、王子の資金融通については、国からの

指導等もありまして、大企業については一応１

カ所８億円程度 一方 中小の企業については14、 、
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億円程度が相当であるというようなおおむねの

考え方が示された。それに沿って配分を行った

ということでございます。

石炭との混焼は関係なかったんで○ 原委員

すね。間違った情報を信じておりました。済み

ませんでした。

今の関連で、資金融通をした、も○髙橋委員

う一カ所ございましたよね。そこは、私が説明

受けたときには、もう一カ所のところが資金融

通の額が高目だったんです。それは、石炭混焼

と木質の違いだっていうことで説明を受けたこ

とがあったんですが。

もう一件、今、川○河野山村・木材振興課長

南町で計画されています宮崎森林発電所がござ

います。これは、補助金14億円を予定しており

ます。

石炭混焼だから補助金が低いというわけじゃ

なくて、先ほど申し上げましたように、国の考

え方として、大企業については８億円程度が相

当、また地元の企業については14億円程度が相

当と、そういった基準といいますか、目安が示

されておりまして、それに沿った形で国とも協

議しながら決めたということでございます。

資金融通の面での今の説明でいい○髙橋委員

んですよね。資金融通の関係も石炭混焼とか木

質専焼とかは関係ないということで、わかりま

した。じゃあ、そこは整理しました。

先ほど、王子の従業員数の関係で、チップで

搬入するからということでしたけど、そのチッ

プの調達の流れ どういったところから チッ、 ―

プをどこかで、製材所なんかでチップにしても

らわないかんわけですから、一連の流れがある

程度わかっていれば教えていただくとありがた

いです。

、○河野山村・木材振興課長 王子製紙関連会社

もともとがパルプチップを集めている企業です

から、関連会社がかなりもう既にでき上がって

おります。一番、王子グリーンエナジーに供給

する窓口が、王子緑化木材っていうところが窓

、 、口になっておりまして その傘下といいますか

。そこと協定を結んだ事業体が41社ほどあります

ですから、大きくはパルプチップを供給する専

門の業者さんですけれども、そこに原木を持ち

込んで パルプ化して発電所のほうに納入する※

と、そういった仕組みになっております。

おわかりであれば、もう少し教え○髙橋委員

ていただきたいのは、41社の県内、特に私たち

地元としては、日南とか串間もありますけど、

そのチップを調達するそういう所在地を教えて

ください。

ちょっと手元に○河野山村・木材振興課長

持ってきておりませんけれども、私が見ました

中では９割以上は日南、串間の業者に……。

、 、 。41社のうち40社が 日南 串間でございます

ありがとうございました。○髙橋委員

宮崎県環境計画についてお尋ねし○横田委員

ますけど エコファーマーの認定件数 これが55、 、

％ということで伸び悩んでいるようにも感じる

んですけど、やっぱり農家のエコファーマーに

対する意識が余り伸びていないということで

しょうか。

これは農政のほうで所管○川野環境森林課長

されている事業なんですけど、お聞きしたとこ

ろによりますと、この制度は平成13年度に認定

を始めているということで、10年以上が経過し

ていることで、認定されている方がやはり高齢

化されているということで、離農される方がふ

えてきて、数としては減ってきていると。

それから、この認定を受けるといろんな補助

※20ページに訂正発言あり
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事業を受けられるという、そういう補助要件に

なっている事業があるんですけれども、その数

があんまり多くないということで、余りメリッ

トが少ないということで、更新をされない方も

いらっしゃるというようなことでお聞きしてお

ります。

だから、やはりこの制度の理解促進をしてい

くということと、新たな認定者の掘り起こし、

そういったものに取り組んでいきたいというこ

とで農政のほうからお聞きしているところでご

ざいます。

ＧＡＰの推進とか生物農薬、これ○横田委員

は天敵農法だと思うんですけど、それを活用し

た宮崎方式ＩＣＭ技術の開発等により、環境保

全型農業の推進を図ったということと、化学肥

料とか農薬等の環境への負荷を低減した農業の

取り組みを支援と、こういうことをされている

わけで、消費者の意識の差別化を図る上で非常

にやっぱり重要なことだと思うんです。ですか

ら、農政水産部としっかり連携をとっていただ

いて、もうちょっと伸びていくように努力して

いただくといいなと思います。

それと、もう一つ、生分解性マルチフィルム

の実証試験を行ったって書いてありますけど、

これは私もしたんですけど、何人か一般質問等

で取り上げたこともあるんですけど、非常にほ

、んと環境に優しい取り組みだと思うんですけど

これを今後さらに普及する方向で取り組まれ

るっていうことで理解してよろしいんでしょう

か。

済みません、資料２のほうの19ページですけ

ど 上から２段目 ⑧ やっぱり農政のほうじゃ、 、 。

ないとわからないですかね。

これは、農業用廃プ○神菊循環社会推進課長

ラ適正処理体制整備支援事業ということで、農

政水産部のほうで所管している事業でございま

して、私どもの産廃税を充当して行っているも

のでございます。

これまで、こういうマルチフィルム、生分解

性、いろいろなものができておりまして、そう

いったものの実証試験を６品目、県内４地区と

いうことですけれども。済みません、詳しいと

ころまではちょっと把握してないんですが、少

しずつこういった体制が整っているということ

は伺っております。

これも非常に有効な手段と思いま○横田委員

すので、農政のほうとしっかりと連携をとって

いただければと思います。よろしくお願いしま

す。

このバイオマス発電の場合、今、○緒嶋委員

大体、県内で発電が計画されているのが６カ所

ぐらいですか。そうすると、この原料の供給体

制というのが、県森連ですか、いろいろ調整を

されておるということですが、将来本当にうま

くそこあたりが機能して、山から、川上からそ

の燃料となる木材が、間伐材を含めて出てこん

と、なかなか継続してバイオマス発電をやる

混焼の王子のほうはそりゃ大丈夫だろうと―

思うんですが、そこあたりの見通しは大丈夫な

のかなという懸念を持っておるんですけど、今

後においてそのあたりはどうですか。

今現在、新たに新○河野山村・木材振興課長

設を計画されている発電所は４カ所ございまし

て、使おうとする木質資源、27万生トンが必要

だとされております。今、既存のバイオマスを

使う施設 発電所もございますけれども ペレッ、 、

ト工場等もございまして、その分が約10万生ト

ンございます。合わせますと37万生トンが今後

新たに発電所が４つ稼働しますと必要になるわ

けですが。県内全体で申しますと、どれぐらい
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、バイオマス資源が発生しているかと申しますと

年間77万生トン発生しておりますんで、差し引

、 、き40万生トンぐらい余裕はあるんですが ただ

資源があるところが奥地、道がない部分もござ

いますんで、これを効率的に出すような仕組み

といいますか、そういった体制づくりが必要か

というふうには思っております。

問題は、川上の人たちが採算が合○緒嶋委員

う価格で出さんと、採算が合わんなら、もう金

をかけて発電所のためにそこまで犠牲になる必

要はないわけだから、川上の人たちが採算合う

価格で搬出できるかというのが一番ポイントに

なると思うんです。そのあたりのことがうまく

詰められんと、発電所はできたが原料がなかな

か来ないと。だから今度は、川上のほうがある

意味では売り手市場になると私は思うんです。

そこあたりがうまくいくのかなという。

やはり、発電所はできるだけ安く買いたいと

いう希望が当然あるだろうと思うんです。そう

なった場合、川上と、それこそバイオマス発電

所との意見調整がうまくいかないと、特に長距

離のところは輸送コストもかかるわけで、それ

は当然発電所のほうがコストを含めた価格を決

めていただかないと、今言われたとおり、何十

万トンあると言われても、ほんとに間伐と同じ

で切り倒したままのほうがもういいと、もうそ

の人件費も出ないということであれば、どうに

もならんのじゃないかと思うんですが。

その価格調整というのが、川上の、森林組合

を含めて調整がうまくいかないと、これはなか

なか問題じゃないかと思うんですが、そのあた

りは大丈夫なのかというのがちょっと懸念です

けれども。

実際、きょう、グ○河野山村・木材振興課長

リーンバイオマスファクトリーと王子につきま

してはもう着工するわけでございますが、王子

については先ほど言いましたように、王子緑化

。木材とその発電所が供給協定を結んでおります

その中で提示された額が、固定価格買取制度の

、 、売電価格 これが１キロワット32円口が6,000円

その他が、一般木材が4,000円というようなこと

で取引されるようです。

一方、グリーンバイオマスファクトリーのほ

うは、32円口が7,000円、これは手数料が差し引

かれますのでわかりませんけれども、恐らく１

割引かれても6,300円ぐらい残ると思います。一

般木材が6,000円です。それと、その他が4,000

円というようなことでございまして。若干差は

あるんですけれども おおむね6,000円から6,300、

円くらいでは、32円口のものについては取引さ

れているということでございます。

一方、固定価格買取制度の買い取り価格を決

めるときに、専門家によって価格算定委員会が

開かれておりまして、それにつきましては、32

円口で引き取って発電すれば、発電者側、供給

者側にはそれなりの利益が残るという設定のも

とに定められた額でございます。ですから、道

がないところとか道が遠いところがございます

ので、やっぱりそういった体制づくりについて

も今後進めていかなくちゃならんのかなとは

思っています。

今、課長が言われたのが一つの基○緒嶋委員

準になるかなと思うんですけれども、やっぱり

これは相当うまく調整しなきゃ、なかなか簡単

に、これで採算が合えばいいと思うんですけれ

ども、なかなかそういくのかなと。やっぱり条

件不利地域というか、林道の近くはいいけど、

奥のほうから集材というか、それもなかなか容

易じゃないというところはどうかなというあれ

もあるし、そういうところはまた逆に輸送コス
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トもかかるわけですので。そういうところの材

が出てこない限り、この燃料としてのチップも

生産できないということになると、この４つも

５つもバイオマスができて、ほんとにそういう

燃料の供給体制が整わなければ、何のためにこ

のバイオマス発電をやったかわからないような

ことにもなると思うので。そのあたりは、やっ

ぱり森林組合とか素材生産とかそれぞれの関係

団体との調整には県がかなり関与していかない

とうまくいかんのじゃないかなと。これはもち

ろんバイオマス発電所を含めて、そういうこと

を考えますので、この調整がうまくいくように

努力していただきたいということを要望してお

きます。

来年度の予算とのかかわりもあ○前屋敷委員

るので要望をしておきたいと思うんですけれど

も。太陽光発電、今御説明もいろいろいただい

たんですけど、昨年とすると補助率も下がり、

予算も半分になって、１人当たりの補助単価も

全く半分ということなんですけど、しかし申請

して積極的にこの制度を使おうという人たちは

ほとんど変わらないんです。2,150か60ぐらいが

申請されるんじゃないかということなんで。

ですから、補助が半分に下がってもやっぱり

積極的に活用しようという、県民の皆さんの意

識というか積極性というのが、私は結果として

見られると思うんです。ですから、やはりより

自然エネルギーをもっと活用していこうという

、 、立場で 県が施策を進めるという立場に立てば

、来年度の予算も少しそこは勘案していただいて

予算もふやすということも含めて、これからの

頼りになろうかと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。

固定価格買取制度、国のほうが20○岩下委員

年間それを維持するということでは言われてい

るんですけれども。今、これから太陽光をやろ

うかっていうんで一番の不安は、本当に20年間

約束できるんだろうかと。例えば、九州電力が

、安全性を確認して原発が稼働するようになって

本当に九電は買ってくれるのかなという不安も

何かあるような気が、いろいろ意見を聞くんで

すけれども。国のそういった変更というのは別

に考えなくてもいいんでしょうか。買取価格制

度が20年間あるかどうかということです。

固定価格買取制度をスタ○川野環境森林課長

ートいたしまして３年間はその普及の促進を

図っていくということで、優遇的な価格を設定

。するというふうに国は方針を定めておりまして

まず、この全量買取制度は、制度として今の

ところは進めていくというような方針ではおり

ますが、今年度中に国のエネルギー基本計画を

定めるようなお話もありますので、その中でそ

ういう原発も含めた総合的なエネルギーのミッ

クスのあり方というのが、方針が多分出てくる

と思います。その中で、そういう再生可能エネ

ルギーをどの辺まで普及を図っていくかという

方針も定まってくると思いますので、そことの

兼ね合いで、やはり固定価格買取制度のあり方

等も今後議論されていくんではないかというふ

うに考えております。

太陽光発電の補助の関係でちょっ○髙橋委員

と認識を一致したいと思うんですけど、いわゆ

る工事費です。これはだんだん下がってきてい

ると思うんです 私も補助があるときに 最大10。 、

万でしたけど、だんだん工事費が下がってるか

ら、補助金は下げてもつくり手は均衡がとれる

んだと説明を受けたもんですから。おおむね１

キロワット当たりの工事費、もしつかんでらっ

しゃれば、ここ４～５年の推移とかがわかれば

いいかなと思ってお尋ねしてみました。
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私どもその補助を21年か○川野環境森林課長

らやっておりますので、そのデータをベースに

数字が手元にありますが、21年度が大体１キロ

ワット当たりの設置経費が62万2,000円でござい

ました。24年度につきましては46万7,000円とい

うことで、約16万ぐらいですか、安くなってき

ているということでございます。

先ほどの王子グリーンエナジーと○ 原委員

グリーンバイオマスファクトリーなんですが、

早い話が、ランニングコストはどうなのかとい

うことをお尋ねしたいんです。

なぜこういうことを聞くかというと、これは

環境森林部ですから、山のバイオマス資源を、

森林資源を発電に回して有効に使おうというこ

とが観点だろうと思うんです。王子の場合は石

炭を混焼しますので、いわゆる炭酸ガスの発生

量はその分ふえると。片や100％ですからカーボ

ンゼロ、そういうことはありますけれども、キ

ロワット当たりの事業単価を見ると、グリーン

バイオマスのほうが王子に比べてかなり高いよ

うに思います。そして、かつ出力は王子のほう

がかなり高いわけですけれども。

どうなんですか、これは将来的に、どういう

バイオマスのシステムがいいかということを見

たときに、石炭混焼がいいのか、あるいは木質

専焼がいいのかという視点で見たときに。その

設備の投資額については専焼のほうが高いんで

すけれども、あとランニングコストを考えたと

きに、あるいはその単価当たりのキロワットの

、 、総出力を見たときに どちらが得なのかという

そういう視点での検討というのは、これはここ

じゃわかりませんか。専門家的にあるいはこれ

からのデータをとらないとわからないことです

か。ちょっとわかっていれば教えてください。

なかなか難しい御○河野山村・木材振興課長

質問ですけれども 先ほど私が説明の中でちょっ、

と漏らしておりましたけれども、混焼の割合で

ございますが、カロリーベースで言いまして、

木質バイオマスが８割、石炭が２割ということ

になっています。この制度を使うためには、木

質バイオマスのカロリーベースの使用量が５割

以上ないといけない、５割以上あれば補助の対

象になりますという話でございます。

、今の御質問はなかなか難しいんですけれども

王子グリーンエナジーは、間伐材等の未利用木

材、これは32円口ですけれども、それ以外の一

般木材も使いますし、製材端材も使います。木

の皮 バーク、これも集めてくると言ってお─

りまして、合わせてそれが15万8,000トン、県内

からですけれども、そういったことになってお

ります。それから、売電収入が年間42億円見込

んでおるようでございます。

石炭についても売電できるんですけれども、

単価的には１キロワット11円っていうことでご

ざいますんで、やはり間伐等由来の木材を使っ

たほうが３倍ぐらい売電収入としては上がると

いうことでございます。全体で、１年間に42億

円の収入を見込んでいるようでございますけれ

ども、それ以上の収支については現在手元に把

握しておりません。

。○ 原委員 こういうことだろうと思うんです

今、ちょっと私が難しい質問したかなと思うん

ですが、27年の３月ですよね。一緒にスタート

します ですから この中で せっかくこうやっ。 、 、

てバイオマス発電に力を入れて、国からの補助

金も、県もそれに力を入れているわけですか

ら、27年だからもうちょっと先の話ですけれど

も、やはりこれについては両者にそれだけのお

、 、願いをして データをとっていくことによって

将来的にどういうシステムがいいのかというこ
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との検証にはなると思いますので。そのころは

皆さん、がらっとおかわりになって、担当もか

。 、わっているかもしれませんが 先の話ですけど

そういうことをぜひお願いをしておきたいとい

うふうに思います。ぜひ、検証していただきた

い。

いいですか。なければ、私から○山下委員長

ちょっと、今のバイオマス関係でお聞きしたい

んですけど、バイオマスを燃やされると思うん

ですが、出る焼却灰がどれぐらい出るもんです

か。それとその処理方法等を、今出せると言え

ばちょっと教えてほしいんですけど。

焼却灰は出るわけ○河野山村・木材振興課長

でございますけれども、使用する生トン換算で

しょうか、0.5％ほど発生するというふうには

伺っております。現在、発電計画されているの

を聞きますと、産廃処理を考えているようでご

ざいます。

0.5％ということは、１トン燃や○山下委員長

したときに何ぼになるの。１トン、1,000キロの

とき５キロ。

焼却灰の利用法についてちょっとお聞きした

いんですけど 肥料になるのか その辺をちょっ。 、

と把握されているのなら教えてください。

既に発電をやって○河野山村・木材振興課長

おります日南のグリーンエナジーがございます

けれども、ここでは肥料として販売許可をとっ

て一部販売しておられるということでございま

す。全部が全部というわけではないでしょうけ

れども、あと、使用事例としてはセメントとか

にまぜて何か骨材として使うとか、そういった

使い方もあるようでございます。

それは検証されてるの。○山下委員長

焼却灰の処理につき○神菊循環社会推進課長

ましては、先ほど産廃処理を行うという話がご

ざいましたので、補足させていただきます。

焼却灰につきましては、やはり成分としてク

ロムであるとかセレンであるとか、そういった

ものが含まれる可能性もございますので、通常

のものにつきましては、産業廃棄物として産業

廃棄物最終処分場での埋め立て処理、もしくは

コンクリートとまぜた形でのコンクリートの原

材料にするという方法 大分県でよく行われ―

ておりますけれども そういったことがまず―

基本になると。

ただ、内容的に肥料として該当するようなも

のであれば、肥料として販売するのも可能でご

ざいますし、ごく一部ではありますけれども、

セメントとまぜて固化しましてクラッシャラン

にするとか、そういった形での利用も行われて

いるところでございます。今回のものにつきま

しては、大半が最終処分場の埋め立てというこ

とを伺っております。以上です。

、○山下委員長 ただの材を燃やした灰だったら

何も公害とかそういう問題にはならないと思う

んですが、今回、この王子グリーンの場合は石

炭をまぜて燃やそうということですから、これ

だったらもう肥料にもならないと思うし。その

埋め立ての場合は、それを燃やした灰は何も問

題にならないのかな。

石炭を燃やしたもの○神菊循環社会推進課長

も含めまして、焼却灰につきましては、管理型

の最終処分場、許可を受けた施設での処理が可

能でございます。

もう一点、確認しておきたいと○山下委員長

思うんですが、肥料にもなるような話をされま

したよね。その肥料化していく場合の流通。ど

ういうところが買われるのか、そこら辺わかっ

ていないですか、流通体系、肥料化していくた

めの流通。
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例えば、農家というのは消石灰とか石灰関係

を土壌に使うんですけど、その原料になるのか

どうか、そのことをちょっと教えてください。

その物の中の成分に○神菊循環社会推進課長

よるかと思っております。ですから、通常石炭

がまじりますと、そういった有害物質がある程

度含まれますので、そういう肥料での利用とい

うのはなかなか難しい面があるかと思います。

しかしながら、この木質バイオマスだけの場

合ですと、そういったものの出る可能性はまた

さらに低くなりますし、中の成分分析等をしっ

かりやった上での検討ということになるんじゃ

ないかと思っております。

ぜひ、あなた方が許認可してい○山下委員長

くわけですから、そして材を有効利用して、そ

れは全部補助金が絡んでくるんです。出てくる

焼却灰の利用の仕方についても ぜひ検討しとっ、

。 。 。て報告してください お願いします 以上です

先ほど、髙橋委員○河野山村・木材振興課長

の質問の中で、パルプ化して納入すると言いま

したけれども、間違いでして、原木をチップ化

して納入するというのが正しい言い方でござい

ますので、訂正させていただきます。

よろしいですか。○山下委員長

そのほか何かございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって環境森○山下委員長

林部を終了いたします。

執行部の皆さん、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時17分休憩

午前11時21分再開

それでは、委員会を再開いたし○山下委員長

ます。

報告事項についての説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いをいたします。

。○緒方農政水産部長 農政水産部でございます

よろしくお願いをいたします。座って御説明を

させていただきます。

まず最初に、資料はございませんけれども御

報告をさせていただきます。

来る11月23日に開催されます平成25年度農林

水産祭におきまして、本県から推薦いたしまし

たえびの市の田代自治会の天皇杯受賞が決定を

いたしました。この天皇杯につきましては、農

林水産関係顕彰事業の最高峰とされておりまし

て、さまざまな表彰事業で農林水産大臣賞を受

賞した492点の中から選ばれたものでございま

す。本県での天皇杯受賞は、平成21年度以来４

年ぶりで、むらづくり部門におきましては、昭

和63年度以来25年ぶりの受賞となります。

この田代自治会を御紹介いたしますと、地域

の起源であります水に対する感謝の念や「田の

神（たのかん）さあ」への信仰心など、地域と

して守るべき価値観を世代間で共有しながら、

新たな発想も大切にして、高齢者・若者・女性

が同じ目線に立って活動されておりまして、こ

れらの取り組みが全国むらづくり活動のモデル

であると評価されたものでございます。

本県農業と農村のすばらしさを全国にアピー

ルできる絶好の機会になるものと考えておりま

す。

、 。それでは 委員会資料を１枚お開きください

本日の報告内容でございますが、農地中間管

理機構、仮称でございますが、この制度の骨格

案と宮崎キャビアの発売につきまして御報告を

申し上げます。

詳細につきましては、関係課長等から説明を
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させていただきますので、よろしくお願いをい

たします。私からは以上でございます。

連携推進室でございま○大久津連携推進室長

す。

お手元の資料の環境農林水産常任委員会資料

の１ページをお開きください。

中間管理機構につきましては、先般10月25日

に関連法案が閣議決定され、今臨時国会で審議

されることになっており、現在、国で検討され

。た制度の骨格案につきまして御説明いたします

国は、閣議決定した日本再興戦略におきまし

て、今後10年間で全農地面積の８割を担い手に

集積し、40代以下の農業従事者40万人への倍増

や法人経営体５万法人という拡大目標を掲げ、

その実現に向けた施策の柱となるのが農地中間

管理機構の制度であります。

まず、１の農地中間管理事業の推進に関する

法律を新たに制定し、①の機構が、分散、錯綜

した農地を担い手ごとに集約する場合や、耕作

放棄地等を借り受け、②の必要な場合には、基

盤整備等の条件整備を行い、担い手にまとまり

のある農地にして貸し付けを行う事業となって

おります。

次に、２の制度の骨格案ですが、主なものに

ついて御説明いたします。

（１）の農地中間管理機構の指定ですが、都

道府県段階に１つ設置することになっており、

、 。本県では 県農業振興公社を想定しております

（２）の機構が行う事業ですが、農業用施設

用地を含む農地を借り受け、貸し付け者が決ま

るまでの農地の管理や、必要に応じて大区画化

などの土地改良等を行います。

次に、２ページの（３）の事業の実施基準で

すが、機構は事業を適切に行うため、農地所有

者と農業経営者の間に、農地の賃貸借を通じて

介在し、農地の利用の再配分を行うこと等によ

り、農業経営の規模拡大、農地の集団化、農業

への参入促進等を図り、農業の生産性向上に資

することを目的としております。また、業務の

実施区域につきましては、②にあります農地利

用の効率化や高度化が効果的に促進されると見

込まれる区域において、重点的に事業を実施す

ることとなっております。

、（ ） 、 、次に ４ の農地の借り受けですが 機構は

活用できない農地が滞留することを防止するた

めに 適切な借り受けルールを設けることとなっ、

ており、特に、③にあります農地として利用す

ることが著しく困難な場合等は、借り受けを行

わず、また借り受け後相当期間内に農地の貸し

付けの見込みがないことが明らかとなった場合

は、賃貸借契約を解除することができることに

なっております。

、（ ） 、次に ５ の農地の貸し付けについてですが

同じく適切な貸し付けルールに基づき、農地の

、 、 、貸し付けに当たっては 定期的に 区域ごとに

農地の借り入れ希望者を募集・公表し、県知事

の認可を受けた貸付先の選定ルール等を定めた

事業規定に基づき、適切な貸し付けの相手方を

選定することになっております。また、２）の

貸し付けに関する手続を極力簡素・合理化する

ために、機構は、①の貸し付け等を行う際、農

地利用配分計画を定め、県知事に申請し、次の

ページの③、④にありますとおり、県知事が計

画の認可・公告をすれば、個々の農地の権利移

動につきましては、農地法に基づく農業委員会

の許可は不要となります。また、農地利用配分

計画につきましては、⑤にあります市町村に原

案作成を求めることができるものとなっており

ます。

次に （７）の事業委託につきましては、詳細、
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は不明ですけれども、機構の業務は、農地の出

し手の確保や交渉、集めた農地の管理、借り入

れ希望者との交渉、さらには賃借料徴収など多

岐にわたることから、市町村やＪＡ、農業委員

会などに委託し、関係者が総力を挙げて実施す

ることになります。

次に （９）の役員体制等及び都道府県の関与、

・責任についてでありますが、機構の役員体制

については、県の関与・責任を強く位置づける

方向で検討が進んでおり、①、②にあります、

機構の役員の選任及び解任の許可等を知事が行

。 、 、うこととなっております 次に ③にあります

機構には、事業の実施状況を評価し意見を述べ

るため、評価委員会を置くこととなっており、

その委員は、客観的かつ中立公正な判断をする

ことができる者を知事の認可を受けて任命する

こととなっております。また、④にあります、

機構は、毎年度、事業目標、事業計画、収支予

算を作成し、県知事の認可を受け公表すること

になっております。また、事業報告書、収支決

算書等につきましても、さきの評価委員会の意

、 、見を付して 県知事に提出するとともに公表し

必要がある場合は、県知事が改善措置を命ずる

ことができることとなっております。

次に （11）のその他関連事項についてでござ、

。 ） 、います １ の遊休農地対策の強化としまして

農地法の一部改正により、機構を活用して遊休

農地の発生防止・解消を円滑に進めることとし

ております。具体的には、農業委員会は、遊休

、農地や所有者死亡等により耕作者が不在の場合

、農地所有者等に対し農地利用の意向調査を行い

適切な利用がなされない場合は、②の県知事の

裁定による機構への利用権設定までのプロセス

の簡素化や、③の遊休農地等の所有者またはそ

、 、の所在がわからない場合は 公告制度を改善し

機構への貸し付けを促す仕組みを設けることと

しております。最後に、２）の農地台帳等の法

定化についてであります。農地利用の効率化及

び高度化等を円滑かつ効果的に進めるため、農

、地台帳等を法律に位置づけることとなっており

①にあります、農業委員会は、農地の所在、所

有者、借受者、借り受け期間等を記載した農地

台帳及び地図を作成し、公表することになって

おります。また、機構による農地の集約化を促

進するためには、各農業委員会ごとに管理され

ている現行の農地台帳の電子化や地図情報の管

理システムの再構築などが必要であり、現在、

市町村や農業委員会等の関係機関・団体等と連

携しながら、検討を進めているところでありま

す。

以上が、農地中間管理機構の制度の骨格案で

ございますが、法案の審議はもとより、詳細な

手続等を含めたガイドライン、スケジュール、

さらには予算につきましても、９月に公表され

た概算要求をもとに、これから年末にかけて、

財務省や総務省などの関係省庁と詰めていくと

の説明を受けております。

県といたしましては、今後の国の動き、情報

等を積極的に入手しながら、本制度をしっかり

活用できますよう、本県の実情に合った農地中

間管理機構の体制づくりや予算獲得に努めてま

いりたいと考えております。

説明は以上でございます。

。○成原水産政策課長 水産政策課でございます

委員会資料の５ページをお開きください。先

般、記者発表されました宮崎キャビアの発売に

ついて御報告をさせていただきます。

まず、１番目のブランド名でございます 「宮。

崎キャビア1983」となってございますが、これ

はキャビアを販売する際の名前という意味でご
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ざいまして 「1983」というのは、本県でチョウ、

ザメの試験研究が開始された年、昭和58年をあ

らわしておりまして、30年という長い取り組み

の成果といった意味を込めたところでございま

す。

次の２でございます。製造販売者というとこ

ろでございますけれども、ブランドの名前をつ

けて製造販売しているのは、宮崎キャビア事業

協同組合というものでございます。県内のチョ

ウザメ養殖業者がことし４月２日に設立したも

のでございまして、キャビアや魚肉の販売のほ

か、養魚用の飼料を組合員に販売するなどの事

業を行っておる中小企業等協同組合法に基づく

組合でございます。

下の表をごらんください。下の表の上段に、

県内の市町村別のチョウザメ養殖業者の数、下

段に組合員数をお示しをしております。組合員

となっておられない方が、日向市に１、新富町

に１、宮崎市に１、小林市に３となっておりま

す。大多数の方は今後加入の意思を表示されて

おりますけれども、県といたしましては、チョ

ウザメ産業の育成のためには、この事業協同組

合による一元的な生産、加工、販売体制が必要

であると考えておりますので、引き続き全員の

加入を促してまいりたいと考えております。

次の、３のロゴでございます。お示しをして

、 、おりますように 上にチョウザメのうろこの形

それからその下に1983を組み合わせたものをロ

ゴとしております。

続きまして、４のコンセプトでございます。

これは、どのような商品を提供していくことを

目指しているのかといった意味合いでございま

すけれども、まず１つ目は、日本人に本物のお

いしさを届けるということでございまして、輸

入キャビアの多くは長期保存のために塩分が高

い、それから低温殺菌処理が行われている、防

腐剤等が添加されているということで、本来の

風味が損なわれているというふうに言われてお

ります。宮崎キャビアは、これらの処理を一切

行わずに、キャビア本来の味を提供するという

ことを目指しております ２つ目は 国内でキャ。 、

ビア食文化を創造するとともに、日本人に愛さ

れるキャビアを追及していくこと。３つ目は、

やはり同時に世界で評価を獲得するということ

を目指すというところでございます。

５の宮崎キャビア1983の特徴でございますけ

れども、これはもう食べていただくのが一番早

いわけですが、ヨーロッパキャビアの伝統製法

をベースに、宮崎の工夫を加えた我が国で唯一

の本格的な熟成キャビアということで、その味

は濃厚でクリーミーであり、著名なシェフの方

から高い評価を得ているというところでござい

ます。

続いて、次のページの上の６でございます。

今回発売する商品ラインナップでございます。

３種類ございます。一番上の宮崎キャビア1983

は、20グラム入り１万円、中段のプレミアムと

いうものがございます、これは20グラム入りで

すが、粒の大きさが若干大きいものを使用して

おりまして、価格は１万2,000円となってござい

ます。それから、下段のカラフルブリニセット

は 食べ方を提案した商品でございまして キャ、 、

ビアの量を半分程度として、小ぶりのブリニ８

枚と南日本酪農の無塩バターをセットにしたも

ので、価格も比較的購入しやすい7,500円と設定

しております。

ちなみに ブリニというのは そば粉でつくっ、 、

たパンケーキのことでございまして、ヨーロッ

パではこの上にキャビアをのせて食べるのが一

般的ということでございます。今回は、そのそ
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ば粉のもの以外に、日向夏、ホウレンソウ、タ

マネギといった本県の野菜で色をつけた４種類

の各２枚をセットにしてつけてございます。

７の販売数量でございます。この冬の発売分

としては、限定600個での発売というふうになっ

てございます。

それから、８の販売開始日及び販売店舗でご

ざいますが、11月22日の伊勢丹新宿店と組合の

ホームページでの発売を皮切りに、12月４日以

降、記載の店舗で順次発売になる予定でござい

ます。宮崎では、宮崎山形屋、シェラトングラ

ンデオーシャンリゾート 宮崎観光ホテルとなっ、

ております。この宮崎山形屋は、先日の記者発

表では発表されなかったんですが、その後契約

が成立して発売の運びとなったところでござい

ます。

それから、９の販売記念レセプションでござ

いますが、11月10日に販売に先立ちまして、宮

崎を応援していただいている各界の方々、それ

からマスコミの方々を中心に100名程度の方々に

お集まりをいただきまして、キャビアの発売を

広くＰＲするとともに、今後の情報発信の御協

力をお願いするものでございます。場所は、宮

崎出身のシェフでございます河野透氏が経営す

るモナリザの丸の内店となっております。

宮崎キャビアの発売については、以上でござ

います。

執行部の説明が終了いたしまし○山下委員長

た。報告事項について質疑に入ります。

中間管理機構、これは、本当に大○ 原委員

きな、これからの農業のあり方、中山間地の存

続等々含めたときに、大事な大事なことかなと

、 。思うんですが 賃貸借でやるということですね

大体、どれぐらいの まだちょっと我々はイ―

メージがはっきり湧かないんですけれども、賃

貸借っていうのは大体どの程度のお金でやられ

るのか、まずそのあたりから入っていきたいと

思いますが。

この中間管理機構は、○大久津連携推進室長

これまで農地保有合理化事業ということで、集

積は売買と賃貸借ということできましたけれど

も、今回は賃貸借、リースのみということで、

ただ、これについては地域の賃借料というのは

条件が違いますので、例えば飼料草地の場合は

安くございますし、施設用地とか永年作物の茶

とかいう場合は、その賃借料は単価が違います

ので、そういったものについては、それぞれに

ついて協議しながら賃借料を決めていくことに

なっております。

場所によって違うということです○ 原委員

から、いずれにしても中間管理機構は、お金で

もってその土地を所有者から借り受けるという

ことですね。そして、またお金でもって借り手

にお貸しするということですよね。まず確認で

す。

そういうことでござい○大久津連携推進室長

ます。

効果的に促進されると見込まれる○ 原委員

区域云々というのがあるんですが、当然、借り

手としては、どういう方がお借りになるにして

も、条件のいいところ、生産性の高いところを

お借りになると思うんで、条件不利地、ほんと

は、問題はここなんです。中山間地というか、

あるいは迫田みたいなところです。あるいは、

段々畑になっているところ等々があるわけです

けれども、そのあたりの見込みというか。

当然、この中間管理機構は、収支予算、決算

を出して知事に報告等となっておりますので、

、 、今の土地開発公社ですか 塩漬けの土地の問題

いろいろ問題になったわけですけれども、その
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二の舞になるんじゃないかとか、あるいは不良

資産をいっぱい抱えるような状況になって、結

果的にはこの自治体の大きな負担にならないか

と。逆に言えば、農業サイドではないそちらの

目から見るとそういう見方もあるわけで、その

あたりの見込み、条件不利地の土地についての

見込みはどうなのか、そのあたりのところを

ちょっと聞かせてみてください。

（ ）○大久津連携推進室長 資料の２ページの ４

の農地の借り受けというところの１行目に書い

てありますように、機構においては活用できな

い農地が滞留することを防止するため、適切な

借り受けルールを設けるということで、今おっ

しゃいましたように、条件のいいところは、あ

る程度担い手もどんどん集積したいし、借り手

も多いと思いますが、こういった中山間部の農

地につきましても、基本的にはこういった滞留

が起こらないようにということで。ベースは人

・農地プラン、これは地域の集落とか地域単位

で合意形成をして、そしてそれを新たな担い手

に貸すというような、そういった合意形成が行

われた土地を優先的に公社が借り上げて、新た

な担い手に貸すというようなシステムになって

おりますので、個々に、リタイアされる方たち

の農地を次々とやみくもに借りるというのはな

かなか 今回、塩漬けとかいう問題で、借り―

受けができないと契約を解除してまたお返しす

るというルールになりますので、しっかり担い

手を見つけたものを借り受けていくということ

で。ただ、そのルールについては、今後、詳細

に検討を議論していかないといけないというこ

とになっております。

だから、その賃貸借契約の解除で○ 原委員

すよね。条件の悪いところというのは、一旦借

りてはみたけれども借り手がいないと。塩漬け

の土地になるので、機構としても長く保有はで

きないから、では解除します。ということは、

見えてくるものというのは、やはり中山間地の

条件の悪い土地というのは、最終的には誰も借

り手がいなくて、この中間管理機構さんでさえ

もお借りできないと。借り手も解約するという

ようなことで、最終的には荒れていくだけ、耕

作放棄地になる以外にないのかなという気がし

てるんですけれども、そのあたりのところは、

今はまだ案ですから、これからいろいろ練られ

ていくんでしょうけれども、どういうお考えで

すか。

今現在、24年度から、○大久津連携推進室長

市町村ごとに人・農地プランを作成するという

ことで、26市町村で273のプランを、地域なり、

農協単位とか市町村単位のプランを、今市町村

。 、ごとにつくっていただいております その中で

中山間地域でも集落ごとに、そういった集積を

目標とする形については合意形成を進めようと

いう形になっておりますので、そういったもの

を優先的に借り上げて、それを担い手のほうに

お貸しすることになりますけれども。ただ、や

はり条件不利地域でどれだけのものを借り上げ

、 、 、られるのかというのは 市町村ごとに 個々に

やっぱり意向がちゃんとしっかり、貸し手、受

、け手のそういったものがしっかり協議できれば

積極的に借り上げていきたいとは思っておりま

すし、またそういった方向で誘導できるような

宮崎における仕組みづくりというのを、今後、

市町村なり関係機関とも協議しながら どういっ、

た形でそういったところを少しでもフォローで

きるかというのを検討してまいりたいとは思っ

ております。

最初のところに、10年後に目指す○ 原委員

姿として、担い手が利用する農地面積を全農地
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の８割、全農地というのは条件不利地も含めた

全ての農地を含めて、これは８割とおっしゃっ

ているわけですよね、確認です。

委員のおっしゃるとお○大久津連携推進室長

りでございます。

だから、今さっきから私が言おう○ 原委員

としてるのは、このあとの２割、じゃあ、この

２割がどうなるのかということですよね。鳥獣

被害の話も、この前からずっと議論をしていま

すけれども、やはりそういうところが今一番問

題なわけで、本県の大きな政策の柱の中にも、

中山間地対策というのが大きな柱になっている

わけです。ということは、この２割がこの中山

間地だろうと思うわけです。

あと一つ、聞きます。この中間管理機構の借

り受けの原資は、もともと最初のスタートはど

うなるんですか。

この借り受けの原資に○大久津連携推進室長

つきましては、９月に国のほうで概算要求され

ておりまして、今、管理機構のこの集積活動と

か農地の集積を出すための助成金とか、または

拡大する方への支援金、そして農地基本台帳等

の整備等合わせまして、1,039億円の概算要求が

出されております これを主体的に その中の655。 、

億円が中間管理機構の体制整備なり、そういっ

た賃貸借に対する資金として活用するという形

、 。で 各県で今から活用されるわけでございます

ただ、これはあくまで概算要求でございまし

て、12月までの財務省等との協議でどうなるか

わからないということで国から言われておりま

すので、そういった範囲の中で各県が予算を獲

得して執行していくような形になろうかと思い

ます。

一応、以上にしておきます。○ 原委員

今のところ、ぴんとこないところ○横田委員

がいっぱいあるんですけど。例えば、担い手で

ある借り手を確保してから、それから機構が土

地を借りるのか、それとも、まず機構が土地を

借りてから担い手を探すのか、それはどっちな

んでしょうか。

一応、これは両方だと○大久津連携推進室長

いうふうには考えています。今回、中間管理機

構の目的につきましては、まず平場等の担い手

が今確保している農地、これが約５割は担い手

に集積しておりますけれども、これも規模拡大

はしましたけど農地が分散しているということ

で、各法人間とか担い手間で、その分散してい

るのをもう一回交換して面的にまとめましょう

と、こういったものが第一義のこの機構の目的

でございます。

その次が、リタイアされる方、こういった方

々が、零細な規模、大規模かもしれませんけれ

ども、そういったものを、担い手が核となると

ころにだんだんとくっつけて、どんどんと規模

拡大をさせていこうというのが２つ目の目的で

ございます。

、 、 、それと もう一つは やはり耕作放棄地とか

中山間の借り手がいない方、こういったものを

単発ではなかなか見つけ切れませんけれども、

そういったのを集める、中間管理機構が中間で

、 、保有して ある程度面積を集めることによって

新たな担い手が借りたいと、そういったことを

しむけようというような 基本的にはこの３―

つの大枠でやろうということで、その中には人

・農地プランでのそういった担い手等を明確に

するということもございますし、またその希望

がなければ公募という形でということも国のほ

うからは言われてまして、なかなかこの辺は難

しい部分がございますけれども、そういったシ

ステムを今、国のほうでは検討しているという
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ふうに伺っております。

基盤整備の進んだ条件のいいとこ○横田委員

ろでも、所有者というのはもうばらばらになっ

ているわけで、それを集積するということが大

事な目的だと思うんですけど。

結局、農地を持っている地主さんがみんな集

まって、それで協議して、ここの、例えば20町

なら20町を誰さんがつくりますよと、結局そう

いうことから始めにゃいかんわけですよね。非

常に難しい作業になるんじゃないかと思うんで

すけど。

今現在 委員のおっしゃ○大久津連携推進室長 、

るとおりでございます。

それと、必要な場合は、基盤整備○横田委員

等の条件整備を機構が行うと書いてありますけ

ど、これは機構の費用で整備するということで

すか。

先ほど申しました概算○大久津連携推進室長

要求の中では、基盤整備等の一部支援ともなっ

ていますが、これも公共事業で簡易な整備をす

るシステムがございまして、それの足りない部

、分をこの機構の中で負担していくということで

出し手には求めずに、借り手のほうでその後整

備したものの費用を請求していくような形のル

ールとなっていますけど、まだまだ予算も詳細

がわかっておりませんので、この辺については

年末までにそういったスキームが示されるのだ

と思っております。

、 、○横田委員 いわゆる借り手ですよね 担い手

それは例えば年齢の条件とかいろんな条件は考

えられているんでしょうか。何でかと言うと、

あんまり、こんなこと言うたら怒られるかもし

れませんけど、高齢で、将来あんまり期待でき

ない人にも貸し付けるということになるのかど

うか、そういったこと。借り手の条件。

そういった細かいとこ○大久津連携推進室長

ろまでは、まだ国のほうから具体的なガイドラ

インが示されておりませんので、今後いろいろ

な協議の中で国からの指導を受けながら、最終

的には地方で、機構ごとにそういったルールを

つくるということになっておりますので、そう

いった形で今後整理していくのだろうと思って

おります。

２ページの（４）の③が、先ほど○髙橋委員

原委員がおっしゃっていたところだと思うん

ですけど 「農地として利用することが著しく困、

」 、 、難な場合等は借り受けを行わず だから 結局

長期的には中山間地の農地というのは、ここに

該当するんじゃないかと私は思うんです。だか

ら結局、ちょっと言葉はきついけど、そういう

ところは、この機構としては論外、対象外って

なるような気がしてならんとですけど、そうい

う考え方でいいんでしょうか。

先ほどから申し上げま○大久津連携推進室長

すように、今、市町村ごとに、人・農地プラン

という形で、地域なり集落単位でそういった集

積をするための合意形成活動をやるようになっ

ていますので、こういった形でまとまる土地、

そして借り受ける土地があるということで認め

られれば、積極的に借り受け、そして貸し付け

するというシステムの中へ乗ってくるんだろう

と思っておりますが。そこについては、まだま

だ、今から市町村やらの意向とかも含めて、機

構だけで判断するものではございませんので、

そういったところは十分今後検討していきたい

と思っております。

、○髙橋委員 そこまで一応含むんでしょうけど

私は個人的に、可能性的に低いなっていう感想

を持ちました。

最後に、４ページのその他関連の最後のとこ



- 28 -

平成25年10月31日(木)

ろで、農地台帳の法定化ということで、農地台

帳を法律に位置づけるということになっていま

すね。農業委員会の農家台帳も恐らくデータ化

してるでしょう、じゃないと大変な作業になる

から。そして、公表というところで 「インター、

ネットその他の方法により公表する」というこ

とは、私も水田とかあるけど、私の田んぼが公

。表されるということで理解していいんですよね

まだ、この公表内容に○大久津連携推進室長

つきましては、どの程度をやる 個人情報保―

護法の問題もございますので、そういった関連

でどこまでを整理するかということも含めて、

今後、国の指導を受けながら整理していくこと

になっております。

、○髙橋委員 いろいろと問題を抱えているから

ちょっと疑問を持ちながらさっき私は説明を聞

いていました。

それと、大変な作業なんですよ。だからお金

がかかりますよ 国の予算措置をいろいろとさっ。

き説明されましたけど、今のところでは、国が

これを責任持ってお金も出しますよということ

で認識していいんですね。

概算要求まではそう○大久津連携推進室長

、 、いった話で スキームでまいりましたけれども

先般、ちょっと新聞等で地方の負担も求めると

いうようなのが、規制改革会議等で求められて

いるということで。国としては、できるだけ地

方の負担はなくすとは言っていますけれども、

今後12月までの編成のプロセスの中で そういっ、

たものについては地方にもしっかり説明してい

きたいというふうに伺っております。まだ、負

担とかそういったものについては、今のところ

わかっておりません。

わかりました。○髙橋委員

中間管理機構、今いろいろ言われ○緒嶋委員

たとおり、私は、その条件不利地域で言えば、

貸し手は多いが借り手がいないだろうと。そこ

あたりを本当にこの機構が８割も農地を集積す

るだけのことができるのかどうか。そして、何

をつくればいいか。ＴＰＰがある、減反政策を

今度は見直そうとする、そういう中で、これは

総合的にそういうものを含めた中で中間管理機

構ということがまた出てきたんだろうと思うん

です。

それで、今、鳥獣害被害もいろいろ含めて条

件不利地域で、採算がとれるものが 本当に―

国際的なグローバルの中で何をつくって、集積

してそのことができるかと だから 相当デカッ。 、

プリング的なものを入れながら中山間地を守っ

ていく制度ができなければ、借り手もいないし

もうそれじゃから貸す人は多いと思うんで―

。 。す 耕作放棄地が今はふえているわけですから

そうなった場合に、農水省は本当に現状をど

こまで把握してこの制度に取り組んでいるのか

なと。それを、深刻な状態を机上の空論的にこ

れを進めたって、条件のいいところはいいです

よ。基盤整備をすると言っても、これは本当に

機構が金を100％出してやるならいいけど、今の

財政の中でそれが果たしてできるのかと。そう

いうことを考えた場合に、これはもうある意味

では、本当にこれが成功したものになるのかど

うか、所有権の問題もあるし、いろいろあるわ

けで。そこあたりを、相当やっぱり行政の中で

は農水省あたりに強く言わんと。そりゃ、条件

のいい、都城とか平場の条件のいいところで農

業法人がますます借りてやるところはいいと。

部分的には成功するけど、全体的には、そうい

う課題があるものをどう解決していくかという

ものを見きわめながら進めなければ、これは機

構そのものが成り立たない。貸し手は多いけど
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借り手がいないというような状態になれば、機

構は成り立たんだろうと思ってるんです。それ

がますます耕作放棄地になっていくと。

だから、そういう総合的なものを相当考えな

がら進めるということを、これは強く国に要望

せんと、県も、中間機構を引き受けて農業振興

公社がやりますと言っても、結果としてはもう

立ち行きいかんようになるんじゃないかなとい

う気がするんですが、そのあたりの懸念はどう

理解されているんですか。

今 緒嶋委員のおっしゃ○大久津連携推進室長 、

るとおり、私どもも、ずっとこの管理機構の考

え方が示されてから、県のほうの考え方という

ものを国に提案しておりますし また九州ブロッ、

ク、いろんな形でも指摘しております。

特に、宮崎県の場合の集約化の問題につきま

しては、農地利用が多様化ということで、もと

もと水田地帯であればこういった手法がうまく

とりやすいんですが、宮崎は水田と畑が半分半

分ということで、また畑は特に複合経営、いろ

んなものが複合して点在している。これで集積

機能というのが十分合意形成が得られるか。こ

ういったものなり、施設用地もいっぱいござい

ますので、そういった部分ではかなり真剣に取

り組まないと難しいということと、また国には

そういった地域の実情というものを十分勘案し

たガイドライン等の設定をということでお願い

しているところでございます。

さらに、宮崎は基盤整備率、こういったもの

の整備率も低うございますので、こういったと

ころで、この簡易な整備だけではなかなか集積

もできないので、やっぱりそういった部分につ

いてもしっかり考えてほしいというようなこと

は、西日本地域、特にそういった問題について

は知事会等でも要望をさせていただいておりま

すし、先般の25日も全国会議がございましたけ

れども、そこでも強く申し上げましたし、また

今後もそういった要望を続けることにいたして

おります。

それと、中山間地は、土地改良と○緒嶋委員

。 、いう一つの用水管理をしとるわけです それは

。 、用水が40キロも50キロもあるわけです これは

集積することで管理する人が今なかなかいない

中で、こういうことをやって、国土保全をどう

するかと、農地だけじゃなく、そういう地域を

どうするかという視点も入れながら それだ―

からデカップリング的なものを入れんと、条件

不利地区の救済をどうするかということを入れ

てこんと、もうそれこそ地方というか、中山間

地は、これはもう荒廃してしまいますよ。

だから、そこ辺も含めて、やっぱり農業政策

だけじゃなく、国土政策の中の視点としてどう

。考えるかというものを強く打ち出していかんと

今は大企業中心じゃ何じゃといろいろ言われて

おる中で、それと同じ発想で農業問題に取り組

んでもらっても、宮崎県の農業なんかは特に太

刀打ちできんのじゃないかということがありま

すので。その点は強く、国のほうに我々も言わ

にゃいかんというふうに思いますが、行政の立

場でやっぱり強く取り組んでもらわんと、これ

はもう、絵に描いた餅というか、机上の空論に

、終わるんじゃないかという懸念がありますので

よろしくお願いしておきます。

この中間管理機構、大体、この目○ 原委員

標、タイムスケジュールというか、いつごろま

でにこうやって、いつごろから実施したい、い

つごろから設置したいという大体の目標を国は

持っているんですか。

国のほうでは、一応26○大久津連携推進室長

、年度をスタートということで考えておりますが
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まだ予算も、法案も成立しておりませんので、

こういったものが12月ぐらいまでにある程度そ

の動きというのを明らかにしていくというふう

に伺っております。

水田の話もありましたけど、あと○ 原委員

問題は水路です。源です。田んぼは水路がだめ

になればもう全部だめになるんですから、畑は

その水路はあんまり関係ないとしても、この水

路の維持というのも大きな大きな中山間地、そ

れから水田地帯にとっては大事な要素なんです

けれども。

借り手があればの話、この土地はそうやって

誰かに借りてするとして、水路の保全はどうす

るのかという、この辺も大きな視点で、この中

。間管理機構とは関係ないかもしれないけれども

でも間接的にはかかわりのある話だと思うんで

すが、そのあたりについてはどうなんですか。

どういうお考えがこの中で派生して議論されて

いるんでしょうか。

一応、この中間管理機○大久津連携推進室長

構については、生産性を向上させるというよう

な産業政策的な意味合いでの施策だというふう

に理解しております。

一方、そういった国土保全的な部分について

は、今までの農地・水管理とか中山間地域の直

接支払い、こういったものがございましたけれ

ども、まだ明確な情報ではございませんけれど

も、今後また国のほうは、日本型直接支払い等

の検討というのも今後やるというふうには伺っ

ております。そういった中で、今委員のおっ

しゃったものの枠組み等が検討されるのかどう

かまだ不明でございますが、そういった地域政

策的な、国土保全的な部分についても、議論は

するというふうにはこの前の説明会では伺って

おりますが、具体的なことは何も今のところ示

されておりません。

、○前屋敷委員 ３ページの上のほうの④ですが

「個々の農地の権利移動について、農地法に基

づく農業委員会の許可は要しないものとする」

ということになって、農業委員会そのものの今

まで果たしてきた役割とかが非常にないがしろ

にされていくということになるのではないかと

いうふうに 下のほうで農業委員会の意見を―

聞くというふうにはうたってあるんですけれど

も、制度そのものがこの中間管理機構ができる

ことによって大きく変わっていくということに

なるんですか。

今回、中間管理機構の○大久津連携推進室長

御説明をしておりますが、これはあくまで担い

手への集積、合意形成によって農地を集積した

ものを新たに貸し付けると、それを中間保有し

ていくというシステムでございます。従来の相

対事業については農地法上の手続で今までどお

りやっていくことになっていますので、個人対

個人の貸し借りについては、そういったことも

やりますので、これについてはまた農業委員会

の力が必要でございますし。先ほど言いました

基本台帳とか法制化とか、この利用配分計画に

つきましても農業委員会の今までの蓄積された

データとか、地域での調整とか、こういったこ

とを十分発揮していただかないと、機構の事業

そのものが進みませんので、さらに農業委員会

の力をおかりする部分は多くなるかと思ってお

ります。

。 。○山下委員長 いいですか 何かありませんか

このことに関してなんですが、要○ 原委員

は、この制度設計をするに当たって、農林水産

省ですか、あちらで基本的な設計をされるんで

しょうが、地方の意見がどの程度 例えば宮―

崎県として、このことについて意見をこの制度
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設計に当たって入れておられるのか。そういう

機会があるのかどうか、これからもその可能性

があるのかどうか、ちょっとお尋ねしておきた

いと思います。

この機構の概要につき○大久津連携推進室長

ましては、ことし５月から、国から少しずつで

ございますが説明がございまして、その都度県

からの意見要望というのは出しております。先

般、25日にこの骨格等が示されまして、さらに

今後のガイドライン等 この詳細の設定に当たっ、

ては地域の実情をということで、その意見を提

案するということで、各関係機関、市町村等に

今意見を求めておりまして。それを集約して、

近々、また国のほうには出していこうというこ

とで、これは全国の流れでございますが、やる

ということになっております。

。○山下委員長 キャビアについてはないですか

郡司次長が農政企画課長のときに○緒嶋委員

一生懸命取り組まれて、ここまで来たというの

は感謝しますけれども、100億円を目指してとい

う一つの将来ビジョンがあったわけですが。

まだ養殖業者が10者ぐらいで、これは将来的

に100億という目標からすればどのあたりまで

10者でそこまで進むことができるのか。ま―

、 、た これはそれだけ評価が高くて売れなければ

ただのものになるわけですが、そのあたりの見

通しというか、将来展望をどう考えておられる

のか。

我々の計画上は、種苗が○成原水産政策課長

毎年小林分場のほうで５万尾、種苗生産の数量

ができるということを前提に、この５万尾が受

け入れられる養殖規模が整えば、一応20年ぐら

い先の話になりますけれども、100億程度の販売

金額に達するであろうという見通しは持ってお

ります。

養殖業者の数がこれで十分か否かという点に

ついては、養殖規模が、今の養殖業者の方自身

が規模拡大ということをおやりになれば、この

数でも賄う可能性はあるだろうと。ただ、一部

、の方を除いてまだまだ零細な方々ばかりなので

その業者の規模拡大というのは多分そんなに多

くはないだろうということですから、やはり両

方を 数の確保というのと、その参画された―

方の規模の拡大の両面を見ながら、促進をして

いく必要があるんだろうというふうに考えてお

ります。

それができるんであれば、今のところ順調に

いくんだろうと思うんですが、やはりキャビア

を取り巻く世界的な情勢等を考えると、それほ

ど安易に目標達成になるんだということでもな

い。厳しい環境がそこにあるんだろうと思って

ますので、品質向上の努力を今後とも続けてい

く必要があるというふうに考えております。

キャビアの場合は魚が成長するま○緒嶋委員

、 。 、でに５年ぐらいですか ８年ですか その間が

いえば収入がないわけですわね。それをいかに

短縮して養殖業者が取り入れやすいようにする

かという、コストを縮減するというか、何か知

恵があるのかどうか。そのあたりで養殖業者が

やっぱり参加しやすい条件をつくると。そのた

めには、８年間は県のほうでそういう魚をでき

るだけ、ある意味じゃ育成して、牛と同じだけ

ど、育成して、それぞれの希望する養殖業者に

提供するというような、収益ができるだけ早く

上がるようなシステムをつくらなければ、これ

はやっぱりそのコストを考えた場合に、なかな

かやりたくてもやれんというような人も多いん

じゃないかと思うんです。そのあたりはどう考

えておられますか。

現在進めております県の○成原水産政策課長

平成25年10月31日(木)
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事業の中でも、種苗生産の部分でより大きな種

、 、苗を供給しようということで 第１段としては

これまで半年程度しか育成していなかった種苗

を１年間丸々飼育してから配布しようというこ

と。それからさらに３年程度育成して、雌雄判

別してから配布しようというような取り組みも

進めているところでありますので、その効果を

見たいというのが１点。

それから、可能性の問題ですけれども、協同

組合をつくりまして、協同組合員の間の種苗の

やりとり、こういった関係性も芽生えつつあり

ますので、例えば業者の中で資金繰りが厳しい

という業者が出てきた場合に、それを換金する

手段として同会員間の売買みたいなものをやる

ことによって解決していくとかいう方法もある

んではないかなというふうに考えているところ

であります。

いずれにしても、今後の状況をいろいろと見

ながら、いろんな手だてをやっていく必要があ

るんだろうと思います。

いろいろな手だてをできるだけ○緒嶋委員

やって、やっぱりこれだけ、100億も可能性もあ

ると言われるわけだから、それが一年でも早く

そうなるようにすることによって、また養殖業

者もやる気を出してくるということが一番だと

思いますので、あらゆる知恵を出して。そうい

う今言われたようなことが具体的に動かんと、

考えてるだけじゃどうにもならんわけで、その

あたりの努力を積極的にやることで、やはり宮

崎キャビアの発信力も高めていくということが

重要だと思いますので。これはもう夢のある話

というか、これはすばらしいことですので、前

進させるように努力してほしいというふうに思

います。

１点だけ補足をさせてく○成原水産政策課長

ださい。

、一つの手だてとしてのもう一つの手段ですが

魚の種類がいろいろありまして、より短期間で

卵がとれる種類があります。そこの卵がとれる

種類を、今、種苗生産技術の開発を進めており

ますので、そういった魚種の多様化みたいなと

ころも取り組んでいきたいというふうに考えて

おります。

頑張ってください。○緒嶋委員

よろしいですか。○山下委員長

そのほか何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、農政水産部○山下委員長

の審査を終了いたします。

執行部の皆さん、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後０時10分休憩

午後０時11分再開

それでは、委員会を再開いたし○山下委員長

ます。

何もないですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、本日の委員○山下委員長

会を終了いたします。

午後０時11分閉会
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